


矢板市

大田原市

さくら市

高根沢町

那珂川町

那須塩原市

那須烏山市

0 2.5 5 7.5 101.25
 km

那珂川水系江川（烏山）洪水浸水想定区域図（想定最大規模　全体図）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R  4 J H s  6 2 4

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



矢板市

大田原市

さくら市

高根沢町

那珂川町

那須塩原市

那須烏山市

0 2.5 5 7.5 101.25
 km

那珂川水系江川（烏山）洪水浸水想定区域図（浸水継続時間　全体図）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R  4 J H s  6 2 4

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



0 2.5 5 7.5 101.25
 km

矢板市

大田原市

さくら市

高根沢町

那珂川町

那須塩原市

那須烏山市

江川-1

江川-2

江川-3

江川-4

江川-5

茂木町
市貝町

那珂川水系江川（烏山）洪水浸水想定区域図（索引図）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R  4 J H s  6 2 4

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



0 0.65 1.3 1.95 2.60.325
 km

矢板市

那珂川水系江川（烏山）洪水浸水想定区域図（想定最大規模-1）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R  4 J H s  6 2 4

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



0 0.65 1.3 1.95 2.60.325
 km

矢板市

大田原市

さくら市

那珂川水系江川（烏山）洪水浸水想定区域図（想定最大規模-2）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R  4 J H s  6 2 4

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



0 0.65 1.3 1.95 2.60.325
 km

さくら市

那須烏山市

那珂川水系江川（烏山）洪水浸水想定区域図（想定最大規模-3）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R  4 J H s  6 2 4

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



0 0.65 1.3 1.95 2.60.325
 km

那珂川町

那須烏山市

那珂川水系江川（烏山）洪水浸水想定区域図（想定最大規模-4）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R  4 J H s  6 2 4

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



0 0.65 1.3 1.95 2.60.325
 km

那須烏山市

茂木市

市貝町

那珂川水系江川（烏山）
洪水浸水想定区域図（想定最大規模-5）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R  4 J H s  6 2 4

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



0 0.65 1.3 1.95 2.60.325
 km

矢板市

那珂川水系江川（烏山）洪水浸水想定区域図（浸水継続時間-1）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R  4 J H s  6 2 4

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



0 0.65 1.3 1.95 2.60.325
 km

矢板市

大田原市

さくら市

那珂川水系江川（烏山）洪水浸水想定区域図（浸水継続時間-2）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R  4 J H s  6 2 4

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



0 0.65 1.3 1.95 2.60.325
 km

さくら市

那須烏山市

那珂川水系江川（烏山）洪水浸水想定区域図（浸水継続時間-3）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R  4 J H s  6 2 4

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



0 0.65 1.3 1.95 2.60.325
 km

那珂川町

那須烏山市

那珂川水系江川（烏山）洪水浸水想定区域図（浸水継続時間-4）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R  4 J H s  6 2 4

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



0 0.65 1.3 1.95 2.60.325
 km

那須烏山市

茂木市

市貝町

那珂川水系江川（烏山）
洪水浸水想定区域図（浸水継続時間-5）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用） R  4 J H s  6 2 4

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。




